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佐賀県医師国民健康保険組合   
個人情報の保護の取り扱いに関する規則 

 
[目的] 

第１条 この規則は、佐賀県医師国民健康保険組合（以下｢組合｣という。）における

個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、組合の事業の適正かつ

円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 
[定義] 

第２条 この規則において｢個人情報｣とは、生存する個人に関する情報であって、当

該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別すること

ができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識

別することができることとなるものを含む。）、又は個人識別符号が含まれるものを

いう。 
２ この規則において「要配慮個人情報」とは、不当な差別や偏見その他の不利益が

生じないようにその取り扱いに特に配慮を要するものとして法第２条第３項、令第

２条及び規則第５条で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 
３ この規則において「特定個人情報」とは、番号法に定める個人番号をその内容に

含む個人情報をいう。 
４ この規則において｢個人情報データベース等｣とは、特定の個人情報をコンピュー

タを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の

集合体、又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙面で処理した個人情

報を一定の規則（例えば、五十音順、生年月日順など）に従って整理・分類し、特

定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他

人によっても容易に検索可能な状態に置いているものをいう。 
５ この規則において｢個人データ｣とは、個人情報データベース等を構成する個人情

報をいう。 
６ この規則において｢保有個人データ｣とは、個人データのうち、組合が、開示、内

容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うこと

のできる権限を有するものをいう。ただし、その存否が明らかになることにより、

公益その他の利益が害されるものは除く。レセプトや健診結果、保健指導記録等に

ついては、媒体の如何にかかわらず個人データに該当する。 
７ この規則において｢電子計算組織｣とは、電子計算機及び関連機器を利用して、定

められた一連の手順に従って自動的に事務処理を行う組織をいう。 
８ この規則において｢本人｣とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 
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[組合の責務] 
第３条 組合は、個人情報を取り扱うに当たっては、第１条の目的を達成するために、

必要な措置を講じなければならない。 
２ 組合は、個人情報の保護の重要性を認識し、職員に対し教育及び研修を行い、

その指導及び監督に努めなければならない。 
[職員等の責務] 

第４条 組合の役員又は職員（以下｢職員等｣という。）は、職務上知り得た個人情報

に係る内容を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。 
２ 組合の職員等が故意又は重大な過失により前項の規定に反したときは、それに生

じた損害の全部又は一部につき当該職員等は賠償の責任を負うものとする。なお、

その職を退いた後も同様とする。 
[個人情報保護管理責任者の設置] 

第５条 組合は、個人情報の適正な管理及び安全確保を図るため、個人情報保護管理

責任者を置かなければならない。 
２ 前項に規定する個人情報保護管理責任者は、副理事長とする。 

[保有の制限等] 
第６条 組合は、個人情報を保有するに当たっては、組合規約に規定する事業を遂行

するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければな

らない。 
２ 組合は、前項の規定により特定された利用の目的（以下｢利用目的｣という。）の

達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 
３ 組合は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有す

ると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 
 [適正な取得] 
第７条 組合は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 
２ 組合は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配

慮個人情報を取得してはならない。 
１．法令に基づく場合 
２．人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき 
３．公衆衛生の向上又は児童の健全な育成のために特に必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であるとき 
４．国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務

を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得る



 4

ことにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 
５．当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、

第 57 条第１項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により

公開されている場合 
６．その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合 

 [取得に際しての利用目的の通知等] 
第８条 組合は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表して

いる場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表しなければな

らない。 
２ 組合は、前項の規定にかかわらず、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に

記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対しその

利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護の

ために緊急に必要がある場合は、この限りではない。 

３ 組合は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通

知し、又は公表しなければならない。 

４ 前三項の規則は、次に掲げる場合については、適用しない。 

① 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身

体、財産その他権利利益を害するおそれがある場合 

② 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより組合の権利又は正当な利益

を害するおそれがある場合 

③ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力

する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することによ

り当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

④ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 
 [個人データの適正管理] 
第９条 組合は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データを正確かつ最新の

状態に保つように努めなければならない。 
２ 組合は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の管理のため

に、必要な措置を講じなければならない。 
３ 組合は、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに消去し、又は

これを記録したものを廃棄しなければならない。 
[利用及び提供の制限] 

第１０条 組合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第６条の規定により特定され

た利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 
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２ 組合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはな

らない。 

３ 前二項の規則は、次に掲げる場合については、適用しない。 

① 法令に基づく場合 

② 人の生命、身体又は財産の保護に必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき 

③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合であ

って、本人の同意を得ることが困難であるとき 

④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務

を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得るこ

とにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 
[第三者提供を受けるものに対する措置要求及び結合の制限] 

第１１条 組合は、個人データを第三者に提供する場合において、必要があると認め

るときは、個人データの提供を受ける者に対し、提供に係る個人データについて、

その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱

いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。 
２ 組合は、事務の執行上必要かつ適切と認められ、及び個人情報について必要な保 

護措置が講じられている場合を除き、通信回線による電子計算組織の結合による個 
人データの第三者への提供をしてはならない。 
 [事務処理の委託] 

第１２条 組合は、個人情報の取扱いを伴う事務の全部又は一部の処理を委託すると

きは、委託契約書等において、次の各号に掲げる事項について条件を付さなければな

らない。 
 ① 再委託の禁止に関する事項 
 ② 秘密保持の義務に関する事項 
 ③ 目的外使用の禁止に関する事項 
 ④ 複写及び複製の禁止に関する事項 
 ⑤ 事故報告義務に関する事項 
 ⑥ 提供資料の返還義務に関する事項 
 ⑦ 管理状況等について立ち入り調査の実施に関する事項 
 ⑧ 従業員等に対する個人情報の保護に係る教育・研修に関する事項 
 ⑨ 前各号に掲げるもののほか、組合が必要と認める事項 
 ⑩ 前各号に違反した場合における委託契約解除等の措置及び損害賠償に関する

事項 
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[受託者の責務] 
第１３条 組合から個人情報を取り扱う事務を受託した者は、個人情報の漏えい、滅

失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう

に努めなければならない。 
２ 前項の受託事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り

得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 
[開示] 

第１４条 組合は、本人から、保有個人データの開示を求められたときは、本人に対

し、遅滞なく、当該保有個人データを開示するものとする。ただし、開示すること

により、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないこ

とができる。 
① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場

合 
 ② 組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

 ③ 他の法令に違反することとなる場合 
２ 次の各号に掲げる者は、本人に代わって開示請求することができる。 
 ① 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 
 ② 開示請求することにつき本人が委任した代理人 
３ 診療報酬明細書の開示については、別に定める規則による。 

[開示請求の方法] 
第１５条 前条の規定により開示請求をしようとする者（以下｢開示請求者｣という。）

は、組合に対して別に定める様式又は次の各号の事項を記載した書面（以下｢開示

請求書｣という。）を提出しなければならない。 
① 開示請求者の氏名及び住所 
② 開示請求に係る保有個人データを特定するために必要な事項 
③ 前二号に掲げるもののほか、組合が定める事項 

２ 開示請求者は、組合に対して、自己が当該開示請求に係る保有個人データの本人

又は代理人であることを証明するために必要な書類で組合が定めるものを提出し、

又は提示しなければならない。 
３ 組合は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、

相当の期間を定めて、その補正を求めることとし、開示請求者が補正を行わない場

合は、当該開示請求に応じないことができる。 

[開示請求に対する決定] 
第１６条 組合は、開示請求があった日から１４日以内に、開示請求者に対して、開
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示請求に係る保有個人データの全部若しくは一部を開示する旨の決定（以下｢開示

決定｣という。）又は開示しない旨の決定（第１８条の規定により開示請求を拒否す

るとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。）をしなければ

ならない。ただし、前条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補

正に要した日数は、当該期間に算入しない。 
２ 組合は、前項の決定（以下｢開示決定等｣という。）をしたときは、開示請求者に

対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。 

３ 組合は、やむを得ない理由により、第１項に定める期間内に開示決定等をするこ

とができないときは、開示請求があった日から起算して６０日を限度としてその期

間を延長することができる。この場合において、組合は、速やかに延長後の期間及

び延長の理由を開示請求者に書面により通知しなければならない。 

４ 組合は、第１項の規定により開示請求に係る保有個人データの全部又は一部を開

示しないときは、開示請求者に対し、第２項に規定する書面によりその理由を示さ

なければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする

根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るも

のでなければならない。 

５ 組合は、開示決定等をする場合において、当該決定に係る保有個人データに組合

以外の者との間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人情報がある

ときは、あらかじめこれらの者の意見を聴くことができる。 

６ 組合は、開示請求に係る保有個人データに開示請求者以外の者に関する情報が含

まれている場合は、開示決定等に先立ち、当該開示請求者以外の者に対し、開示請

求に係る保有個人データが記録された文書の表示その他組合が定めた事項を通知

して、意見書を提出する機会を与えることができる。 

７ 組合は、前項の規定により意見書の提出の機会が与えられた開示請求者以外の者

が当該保有個人データの開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合にお

いて、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも２

週間を置かなければならない。この場合において、組合は、開示決定後直ちに当該

意見書を提出した者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を

書面により通知しなければならない。 
[開示の方法] 

第１７条 保有個人データの開示は、組合が、前条第２項の規定による通知書により

指定する日時及び場所において行う。この場合において、開示請求者は組合に対し、

自己が当該開示請求に係る保有個人データの本人又はその代理人であることを証

明するために必要な書類で組合が定めるものを提出し、又は提示しなければならな
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い。 

２ 保有個人データの開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写

しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等適切な方法によ

り行う。 
３ 前項の視聴又は閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、組合は、当該

保有個人データに係る文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認められると

きその他合理的な理由があるときは、当該保有個人データが記録されたものの写し

によりこれを行うことができる。 

 [個人情報の存否に関する情報] 
第１８条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答

えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、組合は、当該個人情報の存

否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 
[訂正] 

第１９条 組合は、本人より、保有個人データの内容が事実でないという理由によっ

て当該保有個人データの内容の訂正（追加又は削除を含む。以下同じ。）を求めら

れた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく調査を行い、そ

の結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正を行うものとする。 
２ 第１４条第２項の規定は、訂正請求について準用する。 

[訂正請求の方法] 
第２０条 前条の規定に基づき訂正請求しようとする者は、組合に対して、次の各号

に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。 

 ① 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所 

 ② 訂正をしようとする保有個人データを特定するために必要な事項 

 ③ 訂正請求を求める内容 

 ④ 前三号に掲げるもののほか、組合が定める事項 

２ 訂正請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証

明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。 
３ 第１５条第２項及び第３項の規定は、提出請求について準用する。  

[訂正請求に対する決定] 
第２１条 組合は、訂正請求があった日から三十日以内に、必要な調査を行い、訂正

請求をした者（以下｢訂正請求者｣という。）に対して、訂正請求に係る保有個人デ

ータを訂正する旨又は訂正しない旨の決定（以下｢訂正決定等｣という。）をしなけ

ればならない。ただし、第２０条第３項において準用する第１５条第３項の規定に

より補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しな
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い。 

２ 組合は、前項の規定による訂正する旨の決定（以下｢訂正決定｣という。)をしたと

きは、当該訂正請求に係る保有個人データを訂正したうえ、訂正請求者に対し、遅

滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。 

３ 組合は、第１項の規定による訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対

し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。 

４ 組合は、第１項の規定による訂正しない旨の決定をする場合は、前項の規定によ

る通知書にその理由を付記しなければならない。 

５ 第１６条第３項及び第５項の規定は、訂正請求等について準用する。 

[利用停止] 
第２２条 組合は、本人より、保有個人データが次の各号に該当するという理由によ

って、当該各号に定める措置を求められた場合にあって、その求めに理由があると

判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、当該保有個人データの利用

の停止、消去又は提供の停止（以下｢利用停止｣という。）を行うものとする。ただ

し、当該保有個人データの利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を

行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わ

る措置をとるときは、この限りではない。 
 ① 第６条及び第７条の規定に違反して収集されたとき、又は第１０条の規定に違

反して利用されているとき、当該保有個人データの利用の停止又は消去 
 ② 第１０条及び第１１条の規定に違反して提出されているとき、当該保有個人デ

ータの提供の停止 
２ 第１４条第２項の規定は、利用停止請求について準用する。 

[利用停止請求の方法] 
第２３条 前条の規定に基づき利用停止請求をしようとする者は、組合に対して、次

の各号に掲げる事項を記載した利用停止請求書を提出しなければならない。 

 ① 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所 
 ② 利用停止請求をしようとする保有個人データを特定するために必要な事項 
 ③ 利用停止請求の趣旨及び理由 
 ④ 前三号に掲げるもののほか、組合が定める事項 
２ 第１５条第２項及び第３項の規定は、利用停止申出について準用する。 

[利用停止請求に対する決定] 
第２４条 組合は、利用停止請求があった日から３０日以内に、必要な調査を行い、

利用停止請求をした者（以下｢利用停止請求者｣という。）に対して、利用停止請求

に係る保有個人データの利用停止をする旨又は利用停止をしない旨の決定（以下
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｢利用停止決定等｣という。）をしなければならない。ただし、第２３条第２項にお

いて準用する第１５条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正

に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 組合は、前項の規定による利用停止をする旨の決定をしたときは、当該利用停止

請求に係る保有個人データの利用停止をしたうえ、利用停止請求者に対し、遅滞な

く書面によりその旨を通知しなければならない。 

３ 組合は、第１項の規定による利用停止をしない旨の決定をしたときは、利用停止

請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。 

４ 組合は、第１項の規定による利用停止をしない旨の決定をする場合は、前項の規

定による通知書にその理由を付記しなければならない。 

５ 第１６条第３項及び第５項の規定は、利用停止請求等について準用する。 

[費用負担] 
第２５条 この規則による保有個人データの閲覧及び視聴に係る費用は、無料とする。

ただし、文書の写し等に要する実費について開示請求者に負担を求めることができ

る。 

２ この規則による保有個人データの写し等の送付を受ける者は、送付に要する費用

を負担するものとする。 

[異議の申し出] 
第２６条 開示請求者は、開示決定等について不服があるときは、組合に対して、書

面により異議の申し出（以下｢異議申出｣という。）を行うことができる。 

２ 前項の異議申出は、開示請求者が開示決定等があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に行うものとする。 

３ 第１項の異議申出があった場合、組合は、当該異議申出のあった日から原則とし

て１４日以内に対象となった開示決定等について再度検討を行ったうえで、当該異

議申出についての回答を書面により行うものとする。 

４ 組合は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に異議申出に対する回

答をすることができないと認められる場合には、３０日以内に回答するものとする。 

５ 第１項に規定する異議申出を審議するため、情報公開及び個人情報保護委員会

（以下｢委員会｣という。）をおく。情報公開及び個人情報保護委員会の委員は、組

合の監事及び組合会議長、副議長とする。 

６ 前項に規定する委員会に関する情報については、非開示とする。 

 [苦情の処理] 
第２７条 組合は、組合における個人情報の取り扱いに関する苦情について、適切か

つ迅速な処理に努めなければならない。 
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[委任] 
第２８条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。 

 

附  則 
１．この規則の改廃は、理事会の議決により行う。 

２．この規則に定める開示請求書等、様式の各種書面は原則として「佐賀県医師会

個人情報保護規定」に定める様式を準用する。 

 

 

 

（平成１７年６月２３日 医師国保理事会 承認） 
（令和７年７月１０日 医師国保理事会 承認） 

 
 

 


